
ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ名等

ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ名等

【送付先】
〒３２１－３５９８　栃木県芳賀郡茂木町大字茂木１５５番地
　　　　　　　　　　茂木町役場住民課住民係

ご記入いただいた個人情報につきましては、これ以外の目的には使用いたしません。基本的人権またはプライバシー
の侵害につながる恐れがある場合にはお手続きできません。

転出届（郵送用） 令和元年　５月　７日

届出人

住　　所

氏　　名 　(大･昭･平４５年　５月　１日生)

電話番号
※昼間連絡のつくもの

もてぎ　いちろう カードの有無 もてぎ　ゆずこ カードの有無

3

　　　茂木　一郎 有・無
4

　　　茂木　柚子 有・無

カードの有無 もてぎ　はなこ カードの有無

1

　　　茂木　一夫 有・無
2

　　　茂木　花子 有・無

茂木　一夫

茂木　一夫

カードの有無 カードの有無

5
有・無

6
有・無

同封するもの 個人番号カード・住基カードをお持ちの方へ

茂木　春枝

①転出届（郵送用）
この用紙に必要事項をすべて記入してください。特
に、昼間連絡の付く電話番号は必ずご記入ください。

世帯主が
転出する場合

茂木町に残る方の中から新しい世帯主になる方を右に
ご記入ください。なお、全員が転出する場合は記入の
必要はありません。

世
帯
主【！】新しく世帯主になる方にその旨よくご説明ください。

②返信用封筒（カード有の方は不要）

●各種カードの有効期限をご確認ください。有効期限切れ
のカードでは、カードを用いた転出はできません。
●カードがある方は、転入届の際に必ず持参してください。
また、転入者全員分の４桁の暗証番号を入力する必要があ
ります。詳しくは、新しい住所地の役所にお問い合わせくだ
さい。

切手(定形/110円以上、定形外/140円以上）をはり、
届出人の住所と氏名をはっきり記入してください。
③本人確認書類の写し

④茂木町に返却するもの

●カードを使った転出の場合、転出証明書は発行されませ
ん。そのため、「同封するもの」の②返信用封筒は不要にな

●転出の手続きが終わり次第、茂木町役場住民課住民係
(0285-63-5624)から電話でご連絡しますので、昼間につな
がる電話番号を必ずご記入ください。

※届出人と転出者が異なる場合は別途委任状が必
要になります。

印鑑登録証、国民健康保険証など

運転免許証、個人番号カードなど公的機関で発行さ
れているもの。氏名・生年月日のほかに、住所が記載
されている箇所のコピーが必要です。

自立支援医療受給者証

　転出(住所異動)に伴い、以下のことについて窓口でのお手続きが必要になる場合があります。内容をご確
認のうえ、ご自身に該当するものがありましたらお手続きをお願いいたします。

※各担当部署の電話番号は
別紙「転出される方へ」に
掲載しておりますので、あ
わせてご覧ください。

児童扶養手当･特別児童扶養手当
医療費助成
身体障害者手帳･療育手帳･精神障害
者保健福祉手帳

介護保険(65才以上又は要介護認定) 原動機付自転車(125cc以下)

国民年金 後期高齢者医療制度
児童手当
保育園
特別障害者手当･障害児福祉手当

町営水道 ケーブルテレビ

記入例
茂木町大字茂木１５５

茂木　一郎

０９０－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

　栃木県宇都宮市塙田１－１－２０

茂木１５５

①転出者全員の
氏名とフリガナ
②写真付きマイ
ナンバーカード
または住基カー
ドの有無

もてぎ　いちお

異動日 令和　　元年　　５月　　　７日

いままでの
住所・世帯主

茂木町大字 世
帯
主

これからの
住所・世帯主

世
帯
主栃木ハイム１０１号室


